
平 成1 9 &p 5月1 5日
局 長 決 裁 済 み

収容焔 設 内 設置の エックス線機材の使用について
当局収容施 設は， 平成1 5年 2月現庁舎移転とと もに関 設され ， 同時期に

エックス線機材が糊されたが，今般圃闇嘱託医師の協力を得て》療放
射線 技師の来局が可 能 と なったことから，下記の とおり，被収容者の健康 診
断等に係る エックス線検査を実施したい。

なお ， 本件について は ， 本年 6 月から実施したい。
官己

1 目的

エックス 線機材 （以 下f機材iという。 ） を使 用 し， 概ね1か月を超え
る長期収容被収容者に係る健康 診断及び嘱託医師（以下f 底的Jという。 ）
による必 要検査等に資するた め 。

2 エックス線機材 の概要
収容施 設 に 設置されて いる機材は ， 平成 l 5 年 2 ftJに 設寵され，

撮影機 I-I IT ACH I製 DI-IF-1 5 5HII 
現像機 フジフイノレム製 FC R XG-I （ドライプリンタ）

で構成されて いる。
3 8属託 技師
( 1 ） 嘱託人数

( 2 ） 嘱託料

4 検査日
( 1 ） エックス 線検査（ 以 下「検査jという。 ） はz 月2回を回途に行うこ



と で， 技師と調整 す る 。
( z ） 検査は看護師 と の連携もあり， 医師 の出動がなく，看護師の補助が可

能な火曜日 又 は木曜日の 9 時から1 z待の簡に実施 す る 。
5 検査対象者

検査は ， l日（3 時間） 当たり2 0人が限度と見られ ることから， 次 の
とおり， 主に収容 期 聞が3 0日を超えた者を対象 と す ること で， 月2自の
実施者数の確保は可能と恩われる。

な お，妊娠中の者及び妊娠が疑われ る者並びに検査拒否者については，
本検査対象から除外 す る。

( 1 ） 胸部検査
本年 5 月 3 s現在にお け る被収容者の収容期間別内訳は次のとおり

で あり，新た に収容期間が3 0日を超えた者は圃人 で あることから，
同期間が3 0日を超えた者 を胸部検交対象者と し， 毎月 1 5日及び月
末に同期間を超える者 をリスト化し， 医師から検査指示 を 受 け る 。

収容期間 人数
9 0臼以上 人
6 0日以上 9 0日未満 人

3 0臼以上 6 0日未満 人 小宮十

z 0日以上3 0日米満 人
z 0白米満 人

iロ"- 言十 6 2 7人
( 2 ） その他検査

医師から検査指示があり， 7寺折等が疑わ れ る 者。
6 検討事項

次の事 項については，lJIJ i全検討 す る 。
( 1 ） 他官署への検盗結果提供

大村入国管理センター では，新規入所 者全員 を対象に検宣している
ところ，｛也官署への移収者に係る当局検査結果の提供等について 。

( 2） 管理規 定 に よ る 診断等
東京入国 管理局放射線開華客紡止 管理規程 ( Jjlj添2）による特別健 康

・2肩



診 断等につ い て
( 3 ） 検査フィ〉レム の保管

フィルム等 の検査結果は，医療法及び間法施行規 則（）jlj添3 ） に基
づき，2£手間保管す ることとなっているが，保管 の方法及び 場所 につ

いて。
なお，診 療録（カルテ）は，密室締法OJIJ添4） に基づき， 5年間保

存となって い る。
7 その他
( 1 ）関始当初 の検査回数

検査開始当初は，検査対象者 湖周人を超えるこ とから，概ね関始
2か月間は週1 IE!とし，長期被収容者から実施す る。

( 2 ） 保守管理
現在早急にメンテナンスを行う 必 要はないが ，機材の正常な作動を確

保 す る ため，製造元と保守契約す る。
( 3 ） 検査時指示の翻訳

検査中，技師から簡単な指示があ るが，現在指示 内容について作成依
綴しており，入手次 第各言語に翻訳 す る。

( 4 ） 備品等 の確保
検査開始に当た り，フィノレム，技師用白衣（男性用1 0 �安，l人2着，

サイズ確認中）及び脱衣かご等 の備品及び消耗品安購入する。

添付物
l一一一一一一一一一一一一一一 暗部

2 東京入国管理局放射線 障害害防 止 管理規程 l部
3 医 療 法 及 び同 法 施 行 規 則（抜粋） 各1部
4 筏 締 法 （ 抜 粋 ） 1部

回3聞















東京入国管理局放射線障審防止管理規程

（自 白色）

第1条 この縮問， 入期琉糊IJl0- 5 c職員の搬す線隊答の防止）（以下f先制1 0 

- 5」という。）第27条の規定に2毒づき， 東京入国管理局に勤務する職員（以下「職

員Jという。）の放射線障審の防止に関し必要な惑攻を定めることを目的とする。

2 職員の放射線障容の防止については，医療法，同施行規則，人察院規則10-4 （：職

員の保健及び安創呆持），同規則10- 5， 法務省職員健康安全管浬規程及び関係法令

に定めるもののほか，この規濯の定めるところによる。

伐妓槻障害防止主任者 ）

第2条 搬す線隊審防止主任者 （以下「防止主任者Jという。）は，当局診療所の管理者

である医師とする。

2 防止主任者 は， エックス線装置及v波4定用又は防護用の器具等を管認する。

3 妨止主任者 は， 新たに搬す－�操業務に従事する職員又は新たに管理区域に立ち入る必

要のある職員に対して， 搬す線隊齢防止するために必要な教育を実施する。

伐幼オ線業務に従事する職員の範囲）

第3条触す線業務に従事する1臓 は，庭師又は診療放射線技師の資格を有する職員とす

る。

（管理区域及。粧侃探検）

費�4条管’理区域 はエックス線箆とし， 入口震に標識を掲げて明示する。

2 放射線業務に従事する場所は管理区域内とする。

3 管理区域に物品を放鐙し， 又はみだりに立ち入ってはならない。

4 管理区域内外におりる放射線量を， 6か月を越えない期間ごとに測定し， 設備の点検



を11'う。

（安全及び危険のための借霞）

第 5条 エックス線による撮影又は溜見を行うときは，管理区域の外側jから確認できる位

援に様餓灯を点灯するとともに，入口には使用中は入室を禁止する旨の掲示をして必要

のある者以外の入室を禁止する。

。除).jlj定期健康診断）

第 6 条規則1 0- 5第2 6 条に規定する特別定期健康診断の項目は).jlj添「電商船反射線総

康診断傭人累jにより実施するものとする。

（吉田禄の係管）

第7粂前 条の部殺は， その職員の陣慨後 5年間保存する。

2 被ばく線趨；の測定は，業者に委託して行い， 検盗結果は検査後 5年間保存する。

（緊急時における措齢

第8 条廊水害震災等のため設備の破損等により放射線障害の防止が図れない務態が生じ

たときは，防止主任者は危険な区域の指定をする毒事の綾置をとるとともに夜ちにその皆

を局長に報告するものとする。

2 職員が放射線隊答を受け，又は受けたおそれがあると認めたときは，防止主任者は速

やかにその者に医師の診察を受けさせるとともに， その原閣を究明するための措援会と

る等適切な処置を講じなければならな＂'o

3 規則10- 5第21条に定める人事院への報告は法務省入国管理局を経て行うものと

する。

附則

この焼径は，平成18年4月lSから抱行する。
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人
科
又
は
腫
特
を
有
す
る
開
院
院
あ
っ
て
は ‘

骨べ
ん
盟
且
日
新
生
児町
入
措
描
肱

十
一

揖
艶
捕
時
を
有
す
る
摘
臨
に
品
つ
て
は 、
撒
時
制
蹴
軍

＋
ニ
身
内
拍
車
生
世
醐
省
令
で
定
め
る
拙
世

③

葉
樹
照
会
宥
す
る
酷
揮
所
は、

重
品四
ψ
志
向
車
め
る
と
こ
ろ
ほ

よ
り ．
抗
日
掲
げ
る
入
貝
耳
び
施
睦
を
帯
し
な
け
札
ば
な
ら
な
い．

一

躍
車
川四
醐
帯
帝
で
想
的る
mA
世
田
医
師．
歯
科
医
師．
晴
掘
師
且
ぴ

暗
躍的
補
朗
ぞ
内
協同
購
楕円
世
描
者

二

機
陣
酬
揮
謹

一一一
そ
町
也
属
生
世
糊
噛
帝
で
｛臨
時
る
拙
股

開一一
ニ
樺
｛
地
域
臨
時
世
揖
欄
醜
田
植
理
施
世｝

地
地
底
揮
主
揖
南
関
ほ．

前
品
部一
揖
｛
割
九
号
を
除
〈
J
巳
躍
的
る
も
の
町
ほ
か

車
車
世
醐
省

帝
の
宜
的
る
と
ニ
ろ
は
よ
ワ司
市帆
は
掲
げ
る
拙
昨
を
有
し、
か
っ‘
銃
品開

を
冊
え
て
置
か
な
H
れ
ば
な
ら
な
い．

一

揖
中
地
時
露

ニ
陸
掃は
聞
す
る
間
見
鵠

宮一
痢
醗
的
管
理
及
び
怨
世
民
間
十る
開
配
錨

阻
弛
＃ 、
細
菌
及
び
摘
車
両
喰
揖
抽
位

五

摘
理
解
剖
議

六

冊
間
車

七

騨
輔
盟

λ

図
書
盤

九
そ

の地面持
生
骨
髄
省
AT
で
宜的
る

描
位

開ニ
ニ
晶
の
ニ
一
特
宜
槽
輯
欄
隅白
人
員・
施
世
帯｝
特
定
概
略
調
臨
は、

掛ニ
十一
晶
第一
項
｛
第一
号
且
ぴ
第
九
号
を
蹄
〈J

U
理由
る
も向

的

ほ
か ．
属
生
品百
世
省
ATの
寵め
る
と
こ
ろ
巴
よ
り 、

止に
掲
げ
る
人
員
且

び
施
肱
＊
帯
し、
か
っ‘
間耐
品聞
を
柵
え
て
置
か
な
け
札
ば
な
ら
な
い．

一

軍
畠骨
髄
省
帝
で
宜
的
る
貝
臨
時
医
師‘
歯

科医
師．
躍
剤
師、
晴

盟
問
そ
め
協
同
出
端
帯

ニ
高
中
出
癖
議

官一

酷
揖
比
閲
す
る
簡
飽
時

回
痢
瞬間
管
理
且
ぴ
現
世
田
闘
す
る
路
間
輯

五

前

議
固
ま
ら
捕
λ
晶
玉
で
に
掲
げ
る

龍

一ハ

そ
円
他
嵐

山培地働
噛
帝
で
定
め
る
抽
蹴

軍
＝
Z
晶
一
世
品市へ
白
亜
昔、
罰
則
由
謹
也｝
①

前
三
品
に
盟
め
る
も
の

円
は
か、
摘
臨‘
斡
揮
所
又
は
助
脇
所
的
構
地
位
冊
目
つ
い
て 、
換
掛川、

掠
虫、
照
明‘
肪
堪屯
保
安‘
避
惜
亙
V
情
捕
そ
町
也
捕
虫
よ
埋
蝿
閃
な

い
よ
う
に
必
聾
な
轟
描
を
庫
車
骨
働
省
帝
で
定
的
る．

＠

前
揖
肉
親
曜
は
錨
づ
〈
揮
生
骨
幽
省
帝
肉
親
躍
に
適
民
し
記
者
に
つ
い

て
同‘
酷
品市
で－一
十
万
円
以
7
町
罰
金
的
刑を
科
する
首同
盟
理
を
盟
け

る
ζ
と
が
で
経
る ．

前一一一一一棋の一一｛人員配置田市＋骨な拘臨時に対する宵曹｝
都道措

県
知
事
は ‘
摘
隣
又
は
揮
器
摘
開
を
有
す
る
世
耕
所
は
つ
い
て‘
そ何
人

良
町
臨
置
が‘
揖
ニ
十
一

品
揮
一

項
（
揮
一

aTU
保
る

部
骨
ほ
限
る
J
又

は
蹄
ニ
項
｛
帯

てす
に
部
る
部
A官
民
眠
る．｝
同
組
定
に
器
づ
〈
庫
車
世
剖

省
帝
で
定
的
ゐ
器
単は
照
ら
し
て
著し
〈
不
十
骨
で
あ
り 、
か
っ、
適
誌

な
感
揮
の
鑑
棋
は
響
し
い
玄
関
が
車
＋
る
噛
骨
と
し
て
原
車
封
鋤
省
帝
で

定
め
る

場
合
同
苗
歯
す
る
LC
き
は．
そ
の
開
世
帯
応
対
し
期
障
を
底
的

て ‘
そ
的
人
男円
増
員
を
命
じ‘
又
は
期

間札管理
由
て ．
そ
の
描
輔
の
企

部
若
し
く
は一
部
肉
体
ヰ
を
命
ず
る
ニ
とが
で
き
る．

軒
＝
圃
晶｛
施
設
の
慣
用
制
臨
輔
止
命
常時一
①

都道
府
県
知
事
は ．
摘

臨‘
陸
曜問
所
又
は
助
置
所
が
情
轄
を
先
〈
と
名、
ヱ
は
そ
円
構
地
位
畑
が

錦町一
＋一
抱
擁一
塙
若
し
く
は
揮ニ
明
苦
し
〈
は
部
二
十
二
車
町
魁
宜
若

し
〈
は
掛
二
十
三
品開
揖一
明
肉
親
定
巴
器
づ
〈
厚
畠
骨
働
省
令
向
調
定
に

塩
尻
し‘
帯
し
〈
は
楠
車
よ
帯
番
翠
し
〈
は
探
安
よ
晶
院
と
臨
める
と
也管

は．
そ
町
聞位
者
に
対
し．
期
間
を
躍
的
て‘
そ
同
世
訴
審
し
〈
は
一
部

同
情
周
を
刷
臨
し‘
苦
し
〈
は
螺
止
し ．

ヱ
は
期
限
を
盟
め
て‘
措
掛
晋

L
〈
抽
出
舗
を
命
ずる・

②

車
生白
骨
髄
大
臨
は、

特
車
蝿
時
摘
腐
の
構
地
位
個
が
掠
ニ
＋
二
車
問一
一

肉
親
盟
は
過
反
寸
る
と
怠
は‘
そ
の
開
世
帯
応
対
レ ‘
隅
眠
を
定
的
て 、

そ的
措
措
又
は
故
調
を
曲
ず
る
ミ
お
が
で
怒
る ．

帯＝
Z
高
一
報
世
田
撒
血、
立
入
植
置
帯｝
①
都
置
府
県
知
事 、
保
瞳
所

を
陸
軍
す
る
市
内
市
轟
又
は
特
別
広
田
区
長
は 、
品
世世
山町
品
る
と
臨
め
る

と
与
は ‘
摘
鹿、
脚
掛
所
若
し
く
は
肋
嵐
断
的
開
肱
君
留
し
〈
は
管
理
暗

に
対
し、

品
製
な
報
品官
を
命
じ、

又
は
盗
鵠
職
県
に ．
摘
臨‘

陸
揮
所
苦

LhH
は
同
盈
蹄
に
立
ち
入
り ・
そ
町
有
す
る
人
員
若
し
〈
は
情
輔
保
持
田

講
師 －
構
地
位
冊
若
し
く

は
怯
樺
時 、
助
躍
師 、
帳
噂
帯
醐
そ同
地何
物

件
を
横
車
さ
せ
る
こ
と
が
で
与
る．

③

都
道
府
県
知
事 、
時
盤
府
を位
置
す
る
市
内
市
彊
又
拙
特
別
区
内
区
畏

HM．
摘
臨、
斡
揮
所
帯
し
く
は
助
産
験
的
措
輔
が
撞
帝
苦
し
く
は
鵠
品市
民

蕗
づ
く
抽
bw
t
埠
反
し
て
い
る
蝿
い
が
あ
り 、
又
は
そ
の
理
強
が
署
し
〈

週
謹
含
hh
く
脆
い
が
あ
る
と
臨
め
る
と
与
は、

由
臨
摘
匝‘

怯
揮
所
又
は

助
雄
府内
聞
睦
噌
又
は
管
理
唱
は
対
し．
蹄
揖
錆‘
助
曜
時．
幌
揮
署
閉

そ
町
也
的
物
件的
揖
出
を
命
ず
る
ζ
と
炉
で
き
る．

③

車
生
骨
髄
大
臣
は‘
必
揮
が
ある
と
臨
時
る
と
診
は 、
特
盟
掛
棺
調
関

同
閥
位
者
苦
し
〈
は
管
理
者
巳
対
L‘
品
製
hu
報
世
絵句
骨
h旬、
ヱ
は
歯
顕

職
員
に 、
特
斑
撒
龍
摘
酪
巴
立
ち
入
。．
そ
の
帯
十
る
人
民
苦
レ
〈
ほ
情

開
樺
持
町
故
現 ．
構
造
世
情
苦
し
〈
は
砕
揮
品開 ‘
助
産
師 、
極
構
寄
眼
そ

内
地何
物
件
を
輸
畢
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る ．

＠

障
畠
骨
髄
大
臣
悼、

特
定
機
拙
描
隅
肉
離
輔
が
措
帝
苦
し
く
は
能
ム守
口

鶴
ヴ
〈
抽
骨に
盤
底
し

て
い
る
罷
い
が
あ
っ、
ー
は
そ
の
逝
世
が
帯
し
〈

適
正
金
究
〈
眠
い
が
あ
る
と
想
的
る
と
き
は‘
山田
館
特
定
植
阻
楠
瞬間
開

館
帯
又
出
管
理
者
陪
対
し、
睦
樺
師 、
助
産
晶、
極
揮
瞥
輯
そ
円
他
的
物

件の
操
出
会
命
ずる
こ
と
が
で
与
る．

⑤
揮一
調
又
は
揮
三
墳
の
姐
抵
は
よ
っ
て
立
入
検
証
を
す
る
溢
臨
酷
貝は、

そ
的
身
骨
を
離
す
紅
鼎
や
構
帯
し、
か
っ
開
偶
人同
時
事が
め
る
と
き

u‘
ニ
札
を
描
荊
し
な
け
札
ば
な
ら
な
い．

＠
揮
一

項
か
ら
捕
四
項
ま
で
的
姐
躍は
よ
る
楠
眠は‘
坦
開
捜
査の
た
め

に
臨
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
祉
な
ら
な
い．

都
エ
五
品開
由四一
｛
静
時
間・
助
趨
聞
は
闘
す
る
事
摘
出
通
知｝
閣時
世
蹄
を
位

置
す
る
市
町
市
畏
且
び
押
別
区同
区
彊
は ．
庫
車
労
働
省
帝
の
揖
め
る
と

ニ
ろ
に
よ
η、

世
帯
酔
及
び
助
連
蹄
に
開
し．

躍
車
骨
働
省
品市
で
定
め
る

事
墳
を

都
道府
県
知
事に
通
知
し
な
け
札
ば
な
ら
な
い ．

帯同一
穴
晶
一
匪
揮
監
担
am｝

①

描
二
十
五
車
掃
一

項
且
V
揮
官一
項
に
親
宜

寸
る
噛
臨
職
貝
的
職
植
を
行
わ
せ
る
た
め‘
厚
車
骨
髄
大
臣、
都
班
府
時

知
事 、
見聞
瞳
所
を肱
寵
す
る
市
町
市
畏
又
は
特
別
区
田
区
長
は ‘
車
車
骨

髄
帯 ．
酬明
誕
府
路、
操
瞳
叫問
を
位
置
す
る
市
又
は
特
別
区
町
職
貝
の
う
ち

か
ら ‘

開臨
揮
監
揖

mHを命
ず
る
も
町
と
す
る．

＠
前
嘱に
宜的
る
もの
の
ほ
か ．
隠
噛
監
視
員巳
間
L
必
要
な
事
項は ‘

車
車
世
鋤
岬唱
晶唱
で
こ
れ
を
想
的
る．

帯
ニ
セ
晶
一
揖
間
帯
四
憧
用
自
制
眼｝
調
関

車帯
を
λ
臨
さ
せ
る
た
め
的

地
位
を
有
す
る
皆
掛
研
工
は
入
辞
施
世
を
押
す
る
肋
腫
所
は、
そ
町
構
退

陣
冊
巳
つ
い
て 、
そ
的
所
誕
地
を
管
轄
す
る
訓
蹴
府
県
知
事的
検
査
を
畳

片．
昨
可
証
町
立
竹
を
畳
け
抱
強で
な
け
札
ぱ‘
こ
札
を
世
周
し
て
は
仕

ら
な
い ．

摘一一
人
晶
一
管
理
噴
出
寵
吏
命
帝一
部
理
府
県
知
事
は‘
調
随．
陸
離
所
E

は
助
置
所
内
管
理
者
に ‘
犯
臨
置
し
〈
は
軍
事
は
闘
す
る
市
託
行
為
が
あ

り ．
又
出
そ
円
品直
前
管
理
を
な
す
円
に
適
し
な
い
と
臨
め
る
と
怠
は ．
開

設
者
同
対
し‘
踊
畢
を
定
的
て‘
そ
の
型
車
を
命
ず
る
こ
と
が
で
怠
る．
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緩二十条 法第二十一条第一頃箪二畳から笈主査まで、第八号、第九号及び第十一号の規定による施設及び
記録は、次の各号による。
一 各科専門の診察室については、一人の箆師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の

毒事情がある場合には、問ーの主主を使用することができる。
ニ 手術室l立、診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外

科、小児外科、皮膚泌尿器科、泌尿器科、こう門科、産婦人科、産科、婦人科、娘科及び耳鼻いんこう科のー
を有する病i涜又は歯科医芸能についての診療科名のみを診療科名とする病院においてはこれを有しなければ
ならない。

三 手術5創立、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内皇室金部を不浅滋賀のもので覆い、
適当な媛廃及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならない。

四 処鐙室iま、なるべく診療料ごとにこれを設けることとする。ただし、場合によりこ以上の診療科についてこれ
を兼用し、又は診療塗と兼用することができる。

五 臨床検査施設は、畷綴、血液、際、ふん使等について通常行われる臨床検査のできるものでなければなら
ない。

六 部号の規定にかかわらず、臨床検査施設は、法第十五条のこ の規定により検体検還をの業務を委託する場
，にあっては、当該検査に係る設備を設けないことができる。

七 エックス線装置は、内科、心療内科、呼吸器科、消化器科、関腸科、循環器科、リウマチ科、小児科、外科、
懇形外科、形成外科、事告容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚泌尿器科、泌尿
務科、リハビリテーション科及び放射線科のーを有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科
名とする病院には、これを設けなければならない。

八 給食施設は入院患者のすべてに給食することのできる施設とし、調理主主の床は耐水材料をもって洗浄及び
排水又は清掃に便利な構造とし、食器のj商務設備を設けなければならない。

九 前号の規定にかかわらず、給食施設l弘法第十五条のニの規定により譲渡業務又は洗浄業務を委託する
場合にあっては、当該業務に係る設備を設けないことができる。

十 診療に関する緒記録l立、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、検査所見記録、エ
ツクス線写真並びに入院患者及び外来患者の数を明らかにする機簿とする。

十一 療護病床を有する病院の一以上の機能訓練窓lま、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を
守し、必婆t.；：�器械及び器具を備えなiナればならない。

h枕p://law.e同gov.gojp/htmldata/S23/S23F03601000050.html 2007/05/10 
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第
四
躍

縫
務

調一
七
県
｛
搾
医
師
四
匿
提
需
ヰ｝
医
師
で
な
け
札
ば ‘
医
識
を
な
し
て
は

な
ら
なH．

栴一
八
県
一
昨
医
師
伺
軍
師
宅
杭
閣
周
購止｝
医
師
で
な
け札
ぱ‘
医
師
又

は
こ
れ
は
府
ら
わ
しい
名
称
を用い
て
は
な
ら
仕い．

商一
九
晶
一
昨
時
輯
樹
帯｝
①
仇距
離は
世
帯
ずる
医
師
は、
陸
謂
描
揖的

事
が
あ
っ
た
場
企
に
は．
蕊
山盟
世
帯
由
が
な
け
札
ぱ．
よ
れ
を
擢
ん
で
は

な
ら
ない ．

＠
陪
摂
苦
し
〈
詰
棋
掃
を
し‘
ー
は
出
産
恒
立
ち
脅
っ
た
醒
師
は ‘
睦
断

帯
苦
し
〈
は
指
揮
棒
又
は
出
車
証
明
寄
留
し
〈
同
時
躍
証
書
両
立
付
円
前

が
め
っ
た
場
合
同
同 ．

露
出
的
事
由
が
な
け
礼
ぱ 、

ニ
れ
を
掴
ん
で
は
な

句
な
い ‘

捕
し 回 一
て ‘穴
品企鼻
聾轍ー
な早世
襲号：！＇.：
t衣17) C1) ！也畏
湾z ""j，乏
生験］
：·＝ ニ

思勾＂＇

掌L躍
て停

で品賦
こ二揺定
札だとす
を 事 る
縫Z存売も
BうJkQ)
る乙＂＇＂．露外

Jill 
-01妥短気
牒融
iζ＂＇ 
間科

第
三
軍
の一一

臨
床
研
修

昭一
六
需の
ニ
一
臨
席
研
暗
i

期
間‘
冊暗
揖
控｝
①
陪
揮
に
枯
事
し
よ

う
と
す
る
医
師比．
一一
年
以
上、
区
牢
を
粗
樺十
る
臨
極
を
醍
〈
大
半
に

附
属
す
る
荊
臨
Z
は
車
也
封
醐
古車
内
指
鬼
寸
る
哨
闘
に
お
い
て．
臨
席

師
向悼
を
世
け
な
け
九
ば
な
ら
な
い．

②
煙
車
品百
轍
大
臣
は 、
前
域
内
視
措
臼
よ
り

指
躍
し
た
楠
臨
が
臨
時
研
悼

争
行
ワ
は
つ
い
て
一小
趨
滋
で
品
る
と
臨
め
る
に
翠
っ
た
と
与
は．
そ
町
指

定
を
取
り
摘
す
与
と
が
で
怒
るω

③

厚
車
労
働
大
匿
は ．
鮪｝
埴
的
指
定
又
は
前
理
的
指
定肉
眼
摘
し
を
し

ょ
う
と
す
る
と
き
は．
あ
ら
か
じ
め ‘
陸
直
審
掛
金
的
晴
見
を
聴
か
な
け

札
ば
な、句
ない ．

mw
蹄一
事
的
姐
毘
の
適
用
巳
つ
い
て
は、
件
図
的
摘
臨
で‘
曜
車
骨
髄
虫

聞
が
趨
畠
と
臨
め
た
も
円
は ‘
同
塙
肉
離
車
労
働
大
臣
向
指
定
す
る
掛
踏

と
み
な
す ．

前一
六
車
町一－一
一
間
前
l
醒
師の
賢
輔｝
臨
蹴
誹
暗
室
主
け
てい
る
密
師
は．

蹴
障
研
憾
に
時
北
し．
そ
の
資
質
的
向
よ
含
殴
る
よ
う
に
腎
め
な
け
札
ば

な
ら
な
い ．

鋼一
穴
時
的
四
一
間前
l
憎
7晴
閃
匡
栢へ
の
盛
時｝
①
車
生
骨
髄
大
臣

は ．

帯
十
六
島
町
二
揮一
覗
同
組
理店
よ
る
臨
牒
研
悼
を
摺
7
し
た
者
巳

つ
い
て‘

そ
町
し申
閥
は
よ
り・

臨
床
研
棺
ゆ
幡
7
し
た
密
告
限
措
に
盈
錯

す
る．

φ
障
位
世
働
大
臣
は ‘
前
域
内
器
開
を
し
た
と
畠
は 、
師
陪
岡市
怯
E
7
畳

師
阻
を
究
付
す
る・

第一
六
識の
耳
一
同
前
l
畳
時
時の
平
蛇
料｝
前
島
掠一
塙
町
髭
鵠
を

畳
け

よ
う
と
す
る
帯
及
ぴ
臨
席
研
何時
棺
γ
丑揖
証
円
盤
挽
詑
付
又
は
再
宮
付
を

畳
吋
よ
ヲ
と

す
る
者
は、

提
慨
を
紬
需
し
て
政
帝
で
擢
め
る
舗
の
乎
陸
料

を
納め
な
け
九
ば
な
ら
ない．

輯一
六
品
目
穴
｛
間
酷
！
省
帯へ
の
器
包一
こ
の
曜
日
組
躍

す
る
も
町
町
ほ

か、
部
十
六
島
町一一
耕一
壇
向
指
揮、
部
＋
六
車
内
回
開一
咽
的
経
指
向

畳間山
誕
ぴ
に
間
指
揮
ニ
項
町
臨
席
研
悼
惜
7
畳
韻
旺
町
立
付、
笹
換
宜
付

及
び
再
究
柑
は
期
し
て
必
揺
を
事
噴
出‘

車
車
骨
髄
省
AT
で
躍
的
る．

l 

帯一一
白
品開｛
師、
蹄
購
抽
揮
帯の
購
止一
区
聞
は ．

箇
ら
蹄
捕
し
な
い
で
惜
購

を
し、
若
し
〈

は
踏
断
齢
世帯
し
〈
は
晶方
せ
ん
を
宮
付
L・

申」句
出
麗院

立叫
ら
骨
わ
ない
で
出
生
証
明
替
若
し
〈
は
町
鹿魁
瞥
砂
宮
付
し ．
又
は
窃

ら
檎
揺
を
し
な
い
で
檎
揖
替
を
宮
付
し
て
は
な
ら
な
い．
世
し ．
酔
樺
中

町
串
曜
か
骨
陸
棟一一
＋
四
時
間
凶
内
に
托
亡
し巴
場
骨
に
究
刊
す
る
町
亡

臆
断
帯
は
つ
い
て
は、
ζ
肉
眼
り
で
な
い．

帯
＝一
揖
｛
興
状
認
体
帯の
属
出
輯
事｝
麗
師
ほ‘

究
体
ー
は
組
担
四
月
以

上司
托
躍
閉山
を
棋
揮
し
て
典
棋
が
あ
る
と
時
め
た
と
き
は．
ニ
十
四
時
間

山
内
に
所
轄
智
腰
掛
白
調
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い ．

高一一
ニ
晶
｛
M地
宵
ぽ
ん
の
型
付｝
間協
聞
は．
忽
者
位
対
し
描
諜
上
監
剤
を
調

剤
し
て
拙
与
する
白山
岡闘
が
ある
と
臨
的
P
4
骨
に
は、
患
者
五
位
現
民
そ

町
暗
慣
に
過
っ
て
い
る
唱
は
対
」
て
蝿
宵
せ
ん
を
宮
付
し
な
け
札
ば
な
ら

な
い．
た
だ
し ‘
忠
君
又
は
視
に
そ
向
晴
曜
に
盛
っ
て
い
る
者
が
処
方
せ

ん町
立
付
を
必
喪
と
し
な
い
留
を
申
し
出
た
場
骨
及
び
民間
品
号
町一
に

臨
歯
す
る
場
骨
に
お
い
て
同‘
こ
的
障
り
で
ない四

一

暗
示
的
抽
果
を
期
持
す
る
場
骨
は
お
い
て ．
蝿
宵
せ
ん
を
記
吋
ず
る

こ
と
が
そ
の
図
的
同
連
凪
を

曲
げ
る
お
そ
礼
が
あ
る
掛
骨

ニ
叫
宵
せ
ん
を
買
付
す
る
こ
と
が
斡
耕
又
は
揖
摘
的
予
韓
に
つ
い
て
恩

噛
同
布
告
を
事
え ‘
そ
町
出制
帽聞
の
泊
揮
を
困
離
は
ず
る
お
そ
札
が
あ
る

場
骨

一一一
網
状
同
盟
時
間
ご
と
町
龍
也
巴
即
応
し

て
誕
剤
を
批
与
す
る
場
合

四
齢
断
又
は
抽
鴨
方
出
的
決
定
し
て
い
な
い
場
骨

｝品
抽
課
よ
必
醐慣な
臨
想
的
措
置
と
し
て
蝿
酬
を
措
与
す
る
噛
骨

六
世帯
を
弾
ず
る
恩
帯
以
外
日
斑
剤
町
宜
付
を
生け
る
ニ
と
が
で
怠
る

者
がい
ない
噛
骨

七

世
せ
い
剤

を挽与
す
る
噛
骨

入

斑
剤
師
が
璃
り
組
ん
で
い
な
い
舶
舶
円
に
お
い
て
軍
制
を
世
与
す
る

場
骨

開＝官一
晶
一
時
聾
宵
地
帯
的
指
揮
輯
靖｝
隊
師
は 、
蹄
揮
を
し
た
と
怠
は ．

本
人
工
は
そ
の
碑
臨
留
に
対
レ．

調
識的
方
皆
そ
の也
保
瞳
内
向
上
に
必

甚
な
事
項
向
指
揮
を
し
な
け札
ば
な
ら
な
い．

甫＝
四
車
｛
蹄
冊
輯｝
①
柑臨調
は‘
陪
曹
を
し
た
と
匙は‘
堪
捕
な
〈
酔

掘
に
閲
す
る

事
項
を措
時
時
に
飽
臨
し
な
け
九
ば
な
ら
ない．

③

前
項
的
蛤
課
揖
で
品っ
て ・
荊
鴎
又
は
陪
揮
所
巴
勘
帯
す
る
医
師
町
し

た
陪
掘
に
閉
す
る
も
町
出、
そ
町
柵
臨又
拙
結
時四府
内
管
職者
に
お
い
て．

そ
同
地的
障
離
に
闘
す
る
も
町
は ‘
そ
的
医
師
に
お
い
て 、
五
年
聞
こ
札

を
蝿
帯
し
な
け
札
ば
な
ら
な
い．

揖一一
四
品
目
ニ
一
臣
師
応
対
す
る
醒
揮
帯
広
間
ず
る
描
罰｝
③

車
忠
世
鋤

穴臣は、
土
品慌
時
生
よ
軍
大
な
地
盤
命
生
f・。
牌が
あ
る
掛
骨は
おい
て．

そ
町
地
甚
を
防止
す
る
た
め
特
に
必
帽慣
が
あ
る
と
臨
め
る
と
き
は‘
隊
師

応
対
し
て
「
医
課
又
は
慌
瞳
揖
曜
に
闘
し
uLU
甚
な
指
品川
を
ず
る
こ
と
が
？

診
る ．

＠
属
品
世
欄
大
臣
は‘
前
墳
の
揖
置
に
よ
る
掛
目前
を
す
る
に
過
つ
て
は‘

め
ら
か
じ
向、
怒
理
事
掛
金
的
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
いa

樹m
Z
輩

隠
姉
試
験
接
民

揮
ニ
耳
揖
ゑ
U
開
＝
円
鼎

削
附

帯
エ
セ
鼎
波山
師
拭
輯
揖
m開｝
①
医
師
園
事
訴
購
及
ひ
医
師
国
模
試
験
再，

欄
試
験
に
闘
す
る

事
摺
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
的．

車
生
骨
働
省
出
窓
師

民
監
唖
貝
を
軍
〈．

②

医
師
肱
蹴
盤
貝
広
間
L
MU
聾
世
帯
墳
は 、
政
帝
で
躍
的
る ．

需
品
入
品
及
町
帯一一
九
揖

削
除

荊
2
0
轟
一
ml
E
押
崎
町
需
止一
医
師
拭
験
世
貝
そ
の
他
匿
師
劉
軍
拭
融
1

は
陸
間
関
軍
拭
験
予
欄
試
験
に
闘
す
る
事
輔
を
つ
か
さ
ど
る
者
は．
そ
町

事
器
内
抽
骨
に
損
な
っ
て
融
尽
を
冊
押
し‘
不
疋
的
行
為
町
な
い
よ
う
に

し
な
け
札
ば
な
ら
な
い ．

材開
蕊
曜
の
こ

雑
則

軍
Z
O
品棋
の一一
｛
事
轄の
箆
骨｝
揮
六
揖
揮官一
明、
揮
七
車
割
五
明、
撰九

曜
閥
段、

構
十
一

揖
且
ぴ
摺
十
二
明、

間
最
購
穴
墳
に
お
い
て
描
用
ず
る

行
政
乎
輯
怯
揮
十
五
揖
講一
項
且
日
帯
主
調
（
問
桂
揮
二
十
二
踊
揖
三
唱

に
お
い
て
単
周
す
る
場
骨
を
含
UJ ．

部
十
六
挽
摺
回
朝、
描
＋
λ
揖
蝉

一
項
且
び
揮
三
項、
描
＋
九
晶
揮一
噴‘
開
ニ＋
車
部穴
塙
並
V
は
揮
ニ

＋
四
晶
揮
三
噴
並
び
に
第
七
最
描
九
項
極
措巳
お
い
て
堪
周
す
る
同
法
擁

一一
＋
ニ
晶
耕一山一理
店
おい
て
構
用
す
る
同
法
揮
＋
五
島
揮
三
理
問
視
露
店

よ
り

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は、
地
方
薗
抽
撞

｛
昭
和
二
十一一
平
櫨
樟
揖
六
十
七
号｝
揖
ニ
描
第
九
項
第一
号
店
調
理
す

る
事一
号
法
定
丑記
事
曹
と
す
る ．

叩開
穴
軍

約
刻4
．

帯正一
挽
｛
岡
則｝
①

次
的
各
品切
の
い
ず札
か
位
陣
過
す
る
者
は‘
＝一
幅十

以
7
的
櫛
世
田岨
し
〈
は
官
方
向
以
7
円
罰
金
出
品
し、
又は
こ
札
を
静
科

寸
る．

一

揮
十
七
車
内
規
毘
巳
璃
毘
し
た
者

ニ

単
品田
又
は
不
認
の
事
毘は
器
づ
い
て
医
師
免
許
を
骨
け
記
者

③

前
咽
揖一
弔
問
揮
を
担
し
た
嚇唱
が 、
医
師
又
は
ζ
札
に
悶
慨
し
た
名
称

を用
い
た
も

の
で
あ
る
と
匙は‘
一品
卑
以
下
肉
離
担
揮
し
く
は
二
百
万
同

以
下
町
罰
金
ロ
叫
し．
又
は
ニ
札
を
酔
料
寸
る噌

前
豆一一
盛
一
間
前｝
摺
七
車
需
ニ
噴
同
協
世
比
ょ
っ
陛
端
的
停
血
を
世
ぜ
ら

札
た
替
で、
出
盤
静
止
を
命
ぜ
ら
札
た
期
間
中
山‘
際
離
を

持
っ
た
も
町

は‘
一
年
以
下
町
瞳
控
苦
し
〈

は
五
十
万
円
以
γ
的
制
世巳
抽
し．
又
は

こ
れ
を
酔
科
す
る．

覇
ZE一
品
一
間
前｝
鰐一一一
＋
晶町
姐
冠
に
埠
思
し
て
故
世
帯
し
〈
は
軍
大
な

過
先
は
よ
り

事
前
記
試
験
問
揮
を
捕
ら
し 、

又
は
故
宜
恒
常
底
的
掠
点
令

し
た
者
は‘
一
年
以
7
円
盤
投
又
は
五
十
方
向
以
7
内
罰
金は
抽
す
る．

帯
主
主
掃
の
＝
一
同
柑一
軍
六
車
蝉
三
項、
描
十
λ
晶、
帯
二
十
品
か
ら
帯

二
十
二
車
ま
で
又
は
揮
二
十
四
車
内
組
定
に
湛
尻
し
た
帯
は‘
五
十
万
同

以
下
町
間
企
に
晶
す
る．

開
削

揖Z
回
融
こ
的
措
棺
描
行
同
期
日
は．
公
布
町
固
か
ら
起
草
し
て
九
＋
自

会
超
え
ない
期
間
門
店
結
い
て ．
政
帝
で
ζ
札
を
定
め
る
（
昭租
二一回一
一

0・
ニ
セ
捕
特
1

昭
判明
言一
政
三
ニ
忍 ．

第
Z
E
揖

翻

民間臨
調
措
（
昭
和
十
七
年
怯
樟
揮
七
＋
号 、
品
7
旧
法
とU

う ．｝
位 、
こ
札
を
鹿
必
ず
る ．

帯
Z
穴
島
①
旧
措
又は
密
師
法
｛
明泊
三
＋
九
培
法
樟諦
四
十
七
勾－
u

一P旧
盤
師
法
－C
い
う．｝
応
よ
っ
て
隠
師
免昨
金
量
丙
た
唱
は
こ
札
を
こ

的
法
措
に
よ
っ
て
際
師
抱砕
を
骨
け
な
甜
と
A
な

す．
国
陸
師
法
抽
持前

は
幡随
哨
開
描
免
状
を
押立
曹
に
つ
い
て
も
岡
棉
で
あ
る．

＠
悶
医
師
法
施
行
間
臨
櫛
班
閥
離
党
状
を
押
な
者向
医
捕
に
つ
い
て
は 、

な
お
世
前
円
制阻
よ
る．

③－
h
和
こんF耳
λ
n
＋
五
回
以
前
に‘
明
蝉品購皿官・
合
間
緯
帯‘
欄占品
庁

晶
官 ‘
南
咋
庁
亜
官
苦
し
〈

は
桶
出
国
監
さ
つ
特
骨
九店
楢
穴
慎
又
は
輔
副

図
的
箆
師
免
昨
を
畳
け
た
日

本
部
民
に
対
す
る
軍
師
免
許
且
ぴ
脱
輪
巴
つ

い
て
は ．
こ
の
佳
樺
施
行
何
百
か
ら
五
年
聞
は ‘
な
お
縄
開
司
例
は
よ
る

こ
と
が
で
島
る．

⑨
前
墳
に
抽制
定
す
る
者
向
件、
昭
和
二
十
年
λ
月
十
五
目
以
前
に‘
外
国

で
そ
向
端
的
能
帝
に
よ
っ
て
医
師
先
許
苦
し
〈
同
医
端
克
貯
を
骨
け 、
又

出
中
器
提
罰
｛
欄
制
及
ぴ
鞭
揮
を
す
む舗）
に
おい
て
構
事
宮
内
陸
離
党
昨

を
世
吋
止
隠
車
問凶
毘
に
対
寸
る
露
師
免
昨
足
伊
民
験
阻
つ
い
て
は ‘
昭
和

三
・宇
都
＋
二
月
三
十一
沼
友
で．
師
棋
の
刑
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る．

捕昆
七
車
問
怯
又
は
旧
隠
師
皆
同
よ
る
援
縄
問
畳
舗
は ．
こ
札
を
ニ
内
法

雄
は
よ
る
臨
曜
の
盗
時
と

み
な

す．

帯
主
λ
柴

田
櫨
又
は
出
窓
師
法
に
よ
っ
て
し
た
怒
師
免
許
的
取
消
抽
骨
瓦

は
窪
離
樺
止
的
処
分
は ‘
そ
札
苧
札
こ
れ
を
こ
的
措
梯
的
相
岩
崎四
理店
よ

っ
て
し
厄
む町
と
み
な
す．
ニ
町
場
骨
位
担い
て、
MW
止
の
期
聞
は、
な

拍
世
間
的
制
は
よ
る ．

間
主
九
品

旧
詩
的
組
曜
は
よ
っ
て
山開
店
さ
九
北
陸
師
的
睦
耕
輔
は．
ニ
札

を
揮
二
十
四
車
円
借
揮鵠
と
み
な

す．

商四
O
県
間
接
苦
し
〈
は
国
医
師
法
又
は
ζ
札
に
器
い
て
持
す
る
命
令
又

は
在
的
世
AT
店
舗
い
て
な
し
た
処
品川
に
坦
民
し
た
者
向
処
罰
陪
つ
い
て
は ．

な
お
旧
陸
又
は
旧
医
師
法
に
よ
る．

帯四
一
品

図
民
匪
掃
植
地
行
帝
町一
部
を
改
正
す
る
勅
AT
｛
昭
和
ニ
十一

証
制
AT
謂
四
百
二
号）

附
則
第
二
項
同
組
曜
に
臨
描
す
る
者
悼、

揮
ニ
島

町
組
定巴
か
か
b
ら
ず、
罷
銅
色
砕
を
畳
け
る
こ
と
が
で
急
る．

帯
四
＝
時

国
民
底
部
出
施
行
品市
町
一
部
を
改
正
す
る
馳
AT
｛
昭
和由一
＋
ニ

年
勅
帝
調
官
官一
lf
t
号｝

附
則
摺
ニ
塙
町
細川
理
店
臨
場
す
る
唱
は 、

摺
十

一
南
町
協
理
店
か
か
わ
ら
ず‘
医
師
図
軍賦
融
合壁
け
る
こ
と
か
で
色
る．

摺
四
早
揖

半
世
耽
宵
慎
一
昭
和
二
十
二
年
撞
樺
帯
二
十
穴
号｝

軒
九
十
八

品
肉
親
斑
に
よ
り
大
中帝
｛
大
足
七
年
勅
帝
揮官一
宮
λ
＋
λ
号）
に
よ
る

山古
学
又
は
埠
門
単
拙
帝
｛
明
抽Z
？？
六
平
勅
帝
捕
六
十一
号）
に
よ
る

曙

門
弟
棋
と
し
て ・
そ
同
容
器
を
臨
め
ら
れ
た
虫
学
又
は
専
門
学
棋
は も
前

＋一
品
捕一
帯
内
大
半
と

み
な
す．

商
盟
国
品
。

閣
は ‘
歯
骨
的
問

都
坦
府
県
は
対
し ‘
描
＋
六
車
内一一
帯

一
噴
出
現
抱
寸
る
揖
臨
巴
附
属
す
る
繭
館
内句ワ
ち
臨
床
研
儲
を
行
う
た
め

巴
＃
罫
ふな
も
の
円
盤
情
で
自
串
哩
摺
嘩
躍
椋
出
金
社
内
株
式
的
措
払
収
入

的
活
用
に
よ
る

社
金
資
本
町
醤
冊
町
也
過
巴
閉
す
る

特
別
措
置
法
（
昭
和

肯
＋
二
年
櫨
撒
揖
λ
十
六
号）

錦
ニ
品
購
一
揖
揮
二
号
は
館
畿
す
る
も
町

民
つ
争 ‘
過
輯
都
道
府
県
が
箇
ら

持
う

場
企
に
あ
っ
て
は
そ
的
要
す
る
費

用
巳
克
て
る
賢
官
町一
部
を
都
道
居
眠
以
外
的
調
隣
町
開
股
者
が
行
う

噛
骨
包
あ
っ
て
は
盛
甜
開
位
書
店
対
し
鎚
誼
都
堪
府
県
が
補
助
す
る
費
用

巳
充
て
る
資
金
町一
部
を．
予
算
内
蝿
圏
内は
おH
て

‘
栴
刊
乎
で
買
し

柑
け
る
ニ
と
が
で
怠
る ．

③

前
項
円
図
的
買
付
金
町
慣
通
用
聞
は 、

五
4
2一
串
以
内
的
措
置
期
間

を
含
hu．｝
以
内
で
政
令
で
宜的
る
期
間
と
す
る ．

川諮問醐


